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平成３０年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成３０年３月１日（木曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 教育行政報告 

 第６ 市政並びに教育行政執行方針演説 

 第７ 報告第１号 例月出納検査結果報告 

 第８ 報告第２号 例月出納検査結果報告 

第９ 報告第３号 例月出納検査結果報告 

 第10 報告第４号 例月出納検査結果報告 

 第11 報告第５号 定期監査報告 

 第12 報告第６号 美唄市国民保護計画変

更報告の件 

 第13 議案第15号 美唄市の休日に関する

条例等の一部改正の件 

第14 議案第16号 美唄市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部改正の件 

第15 議案第17号 美唄市立学校設置条例

の一部改正の件 

第16 議案第18号 美唄市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正の件 

第17 議案第19号 美唄市火災予防条例の

一部改正の件 

第18 議案第20号 美唄市消防手数料徴収

条例の一部改正の件 

第19 議案第21号 美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件 

第20 議案第22号 美唄市医療費助成条例

の一部改正の件 

第21 議案第23号 美唄市国民健康保険支

払準備基金条例の一部改正の件 

第22 議案第24号 美唄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正の件 

第23 議案第25号 美唄市認定こども園条 

例の一部改正の件 

第24 議案第26号 美唄市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例制定の件 

第25 議案第27号 美唄市介護保険条例の

一部改正の件 

第26 議案第28号 美唄市指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正の件 

第27 議案第29号 美唄市中小企業等振興

条例の一部改正の件 

第28 議案第30号 美唄市都市公園条例の

一部改正の件 

第29 議案第31号 市道路線の廃止の件 

第30 議案第２号 平成29年度美唄市一般

会計補正予算(第８号) 

第31 議案第３号 平成29年度美唄市国民

健康保険会計補正予算(第２号) 

第32 議案第４号 平成29年度美唄市介護

保険会計補正予算(第２号) 

第33 議案第５号 平成30年度美唄市一般

会計予算 

第34 議案第６号 平成30年度美唄市民バ

ス会計予算 

第35 議案第７号 平成30年度美唄市国民

健康保険会計予算 
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 第36 議案第８号 平成30年度美唄市下水

道会計予算 

 第37 議案第９号 平成30年度美唄市介護

保険会計予算 

 第38 議案第10号 平成30年度美唄市介護

サービス事業会計予算 

 第39 議案第11号 平成30年度美唄市後期

高齢者医療会計予算 

 第40 議案第12号 平成30年度市立美唄病

院事業会計予算 

 第41 議案第13号 平成30年度美唄市水道

事業会計予算 

 第42 議案第14号 平成30年度美唄市工業

用水道事業会計予算 

   

◎出席議員（１４名） 

  議 長  小 関 勝 教 君 

  副議長  土 井 敏 興 君 

   １番  丸 山 文 靖 君 

２番  吉 岡 建二郎 君 

３番  松 山 教 宗 君 

４番  川 上 美 樹 君 

   ５番  楠   徹 也 君 

   ６番  森 川   明 君 

   ７番  本 郷 幸 治 君 

８番  吉 岡 文 子 君 

９番  山 崎 一 広 君 

   10番  桜 井 龍 雄 君 

   11番  谷 村 知 重 君 

       13番  金 子 義 彦 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

 総 務 部 長  中 平 匡 司 君 

市 民 部 長  村 谷 宗 義 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  平 泉 宮 子 君 

経 済 部 長  市 川 厚 記 君 

 都市整備部長  西 尾   正 君 

 市立美唄病院事務局長  小 橋 一 夫 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  村 上 孝 徳 君 

 総務部総務課長補佐  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会教育長  星 野 恒 徳 君 

 教育委員会教育部長  森 川   治 君 

  

 選挙管理委員会委委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長 （村 上 孝 徳 君） 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  佐々木   武 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

  監査事務局長  永 森 峰 生 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  三 上   忠 君 

 次     長  濱 砂 邦 昭 君 

 

午前１０時００分 開会 

●議長小関勝教君 ただいまより、本日をも

って招集されました平成 30 年第１回美唄市

議会定例会を開会いたします。 

 

●議長小関勝教君 これより、本日の会議を

開きます。 
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●議長小関勝教君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

３番 松山教宗議員、 

４番 川上美樹議員 

を指名いたします。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第２、会期決

定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日より３月 22日まで

の 22 日間とし、うち３月２日ないし３月６日、

３月９日ないし３月 21 日を休会といたした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第３、諸般報

告に入ります。 

諸般報告については朗読を省略いたします。 

諸般報告についてご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって諸般報告を終わります。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第４、議長報

告に入ります。 

議長報告についても朗読を省略いたします。 

議長報告についてご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって議長報告を終わります。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第５、教育行

政報告に入ります。 

教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 平成 30 年第１

回市議会定例会にあたり、教育行政の主なも

のについて、ご報告申し上げます。 

補助金の不正受給について申し上げます。 

平成 26 年度「イリス弦楽四重奏団美唄コン

サート」並びに「風間杜夫落語独演会＆トー

クショー」の２つの補助事業に対して交付し

た美唄市民会館文化補助事業補助金について、

虚偽の補助申請及び補助事業等実績報告書の

提出があった可能性があるとして、去る２月

７日、個人連名による調査依頼書が美唄市教

育委員会に提出されたところでございます。 

この調査依頼を受け、本年２月 13日、美唄

市教育委員会補助金等交付教育委員会規則に

基づき、当時、当該補助金の申請ほか、書類

作成に関わった特定非営利活動法人美唄市文

化協会関係者への聞き取り及び関係諸帳簿等

を調査した結果、イリス弦楽四重奏団美唄コ

ンサートについては、特定非営利活動法人美

唄市文化協会の当時の理事長及び職員１名に

より、美唄市民劇場の主催事業とする虚偽の

補助申請及び事業等実績報告書が提出される

とともに、領収書の改ざん、架空の領収書の

作成の事実が確認されたところでございます。 

さらに、前述２名については、当該事業に

ついて、特定非営利活動法人美唄市文化協会

を主催者として、独立行政法人日本芸術文化

振興会からも補助金を受給し実績報告書を提

出するなど、二重の収支計算と判断される補

助金手続きがなされていることが確認されま

した。 

また「風間杜夫落語独演会＆トークショー」

についても、市教育委員会補助金の交付規定
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に違反するものと判断される不適切会計処理

が確認されたため、これら補助金手続きに関

与した前述２名について、詐欺罪及び横領罪

により補助金を不正受給した可能性があるも

のとして、平成 30 年３月２日、刑事告訴する

ことといたしました。 

以上申し上げまして、報告を終わります。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第６、市政並

びに教育行政執行方針演説に入ります。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 平成 30 年第１回

市議会定例会にあたり、市政執行について、

私の所信を申し上げます。 

私が、市長２期目の重責を担わせていただ

いてから、２年７カ月が過ぎ、本年は私が目

指すまちづくりに向けては、実質的な締めく

くりに取り組む重要な年であります。 

 これまで、『びばい未来交響プラン・第６期

美唄市総合計画後期基本計画』や『美唄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略』に関して、

事業の選択と集中を徹底し、行財政改革を堅

実に進めてきたほか、私が皆さんにお約束し

たふるさと美唄の創生に向けたさまざまな取

り組みを全力で取り組んでまいりました。 

 平成 30 年度におきましても、厳しい時代の

変化に対応しながら、将来にわたり持続可能

な自治体経営を推進するため策定した美唄市

中期財政運営基本方針に基づき、市民の皆さ

んとの協働によるまちづくりに、全身全霊を

傾注して取り組んでまいります。 

平成 30 年度の市政執行に当たり、私の基本

姿勢を申し上げます。 

私は、協働のまちづくりに向けては、「人材」

の育成が必要であり、積極的で意欲的なまち

づくりへの参画を促すためには、さまざまな

情報を発信・共有していくとともに、創意工

夫による広報広聴活動を展開していくことが

重要であると考えております。 

 そのため、美唄サテライト・キャンパス事

業や認知症サポーター養成講座、子育てサポ

ーター制度などを通じて、まちづくりを担う

「人材」の育成を図るとともに、市民の皆さ

んとの双方向の情報交流による協働のまちづ

くりを推進しながら、『びばい未来交響プラ

ン』で掲げた都市像の実現に向けて積極的に

取り組んでまいります。 

次に、平成 30 年度の主要施策について申し

上げます。 

『びばい未来交響プラン後期基本計画』の

取り組み一覧である『事務事業インデックス

第Ⅲ期』や『美唄市中期財政運営基本方針』

を基本として、事業のスクラップアンドビル

ドや選択と集中を行いながら、『美唄市まち・

ひと・しごと創生総合戦略』を推進させるた

め、地方創生関連交付金などの有利な財源を

活用して、経済振興や安全・安心な暮らしに

立脚した市民生活の向上に取り組んでまいり

ます。 

初めに「人と情報が行き交いにぎわいが生

まれるまちづくり」であります。 

農商工連携については、引き続き、農商工

連携推進助成事業により生まれた商品が美唄

ブランドとして定着するよう情報提供の強化

や販路開拓支援のフォローアップを行ってま

いります。 

また、「食」や「農」など本市ならではの地

域資源を最大限に生かした新商品開発や付加
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価値向上の取り組みを推進するほか、道や関

係機関と連携して６次産業化に向けた取り組

みなどを支援してまいります。 

農業振興については、農業を取り巻く時代

の変化にしっかりと対応していくため、国営

農地再編整備事業や道営農地整備事業を推進

し、担い手への農地の集積や集約化を図るな

ど、生産条件の改善を進めるほか、農道、排

水路などの適切な維持管理に努め、本市の基

幹産業である農業の経営基盤強化を図ってま

いります。 

また、農業改良普及センターや農業協同組

合などと連携し、水稲、畑作物の栽培試験や

鳥獣による農作物の被害防止に取り組むほか、

農業協同組合が生産を振興するハスカップや

アスパラガスの作付定着と生産拡大に向けた

支援を継続してまいります。 

担い手の育成・確保に向けては、女性や若

手農業者に対して、経営感覚や営農技術の向

上のための取り組みを積極的に支援するほか、

新規就農につながる研修などに対し、新たに

支援してまいります。 

さらに、農業者が主体となった、農業・農

村の多面的機能を維持・発揮する取り組みや

環境保全型農業の取り組みを支援し、消費者

に信頼される産地づくりを推進してまいりま

す。 

商工業振興については、企業の経営基盤の

強化を図るため、企業の事業拡張や新たな投

資に対して支援を行うほか、商品開発や販路

拡大、人材育成等に対する支援を行うととも

に、国や道などのものづくり産業に対する支

援制度の情報提供などに努めてまいります。 

 また、中心市街地の活性化を図るため、商

業組織等が行う買い物バスの運行やまちなか

交流広場でのイベントに対して引き続き支援

するとともに、商工会議所や関係機関と連携

を図りながら、創業支援をはじめ、魅力ある

商店街づくりや安定した経営ができる商業環

境づくりに努めてまいります。 

 さらに、空知団地への企業誘致活動を推進

するため、美唄ハイテクセンターへサテライ

トオフィスなどの誘致を行うほか、本市の利

雪の取り組みを広くＰＲするとともに、国や

道の国土強靭化計画等と連動し、ホワイトデ

ータセンター構想や食料備蓄拠点構想の実現

に向けて、引き続き取り組んでまいります。 

観光・交流については、国内外観光客の誘

致に向けた観光や物産のプロモーション活動

をはじめ、中華大学観光学部との連携などに

より、本市の魅力を広く情報発信して、交流

人口の拡大に努めてまいります。 

 サイクルツーリズムの振興に向けた観光客

の受入環境については、今春、交流拠点施設

にオープン予定のサイクリストや外国人にも

対応する宿泊棟と、市内外のサイクリングコ

ースとの連携により、誘客促進につなげると

ともに、サイクリングガイドの育成にも取り

組んでまいります。 

 さらに、農業体験や日本文化体験、住民と

の交流など、本市で体験できるさまざまなツ

ーリズムへ積極的にアプローチしていくため、

市内事業者や関係団体を中心とする観光地域

づくり推進組織の創設を加速させるほか、地

域おこし協力隊の制度を活用し、インバウン

ドへのホスピタリティの向上につなげる取り

組みを行うなど、受入環境の整備に努めてま

いります。 
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ふるさと納税については、本市への納税に

ついて積極的にＰＲを行うとともに、美唄な

らではの魅力ある返礼品の掘り起こしを行い、

新規納税者やリピーターの確保に努めてまい

ります。 

移住・定住の推進については、住宅の新築

や中古住宅を購入した転入者及び札幌市にＪ

Ｒ特急定期券を利用して通勤する転入者への

助成を継続するとともに、市所有の分譲地を

購入した方への助成を新たに行ってまいりま

す。 

公共交通については、市内バス路線再編に

向け、昨年実施した実証運行を踏まえ、効率

的かつ利便性の高い公共交通となるような路

線に再編し、本格運行の早期実現に向けて取

り組んでまいります。 

 乗合タクシーにつきましても、バス路線の

再編に合わせ、運行区域の見直しなど、利便

性の向上を図ってまいります。 

また、持続可能な公共交通を目指し、本格

運行の開始に合わせて、市民バス・乗合タク

シーの料金改定を検討してまいります。 

情報化推進については、インターネットな

どの活用により、市民生活に必要な情報を迅

速かつ的確に提供し、情報の共有を図るとと

もに、市民の皆さんが活用しやすいように、

行政情報の二次的利用などのＩＣＴの活用方

策に関して調査・検討を行ってまいります。 

また、光回線サービスエリアの拡大に向け

て、引き続き関係企業などへ働きかけてまい

ります。 

総合情報住民システムについては、外部デ

ータセンターでシステムを運用する自治体ク

ラウドに移行したことにより、セキュリティ

対策のさらなる強化や災害時における行政事

務の停滞防止を図り、住民サービスの向上及

び行財政運営の安定・効率化に努めてまいり

ます。 

次に「人と文化を育み交流が広がるまちづ

くり」であります。 

子育て支援については、妊娠・出産の希望

をかなえる支援策として、不妊治療費の一部

助成を継続するとともに、多子世帯で入所し

ている第２子以降で３歳未満の子どもの保育

料を補助するほか、病気の子どもを一時的に

保育する病児保育室を、引き続き運営してま

いります。 

へき地保育所については、入所児童の推移

を見極めながら、今後のあり方について特別

保育事業協議会や地域との協議を進めてまい

ります。 

びばいっこすくすくプランについては、平

成 32 年度からはじまる第２期の計画策定に

向けた子ども・子育て支援に関するニーズ調

査に併せて、こどもの貧困についての実態調

査を実施するなど、地域社会全体で子どもが

健やかに生まれ育つことができる環境づくり

に努めてまいります。 

学校教育については、必要な教育環境を整

備するほか、美唄らしい特色ある教育を通じ

て、新しい時代を生き抜く資質・能力を育む

とともに、学力や体力の向上、豊かな心の育

成に努めてまいります。 

芸術・文化・生涯学習については、市民の

皆さんが意欲をもって主体的に多様な活動に

取り組むことができるよう、文化施設の適切

な管理運営とともに、学習の機会や情報の提

供に努めてまいります。 
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生涯スポーツについては、市営野球場の改

修を引き続き行うほか、スポーツ合宿誘致に

向けた取り組みを推進し、地元指導者や競技

者との交流を図るとともに、体力や年齢に応

じた運動を通じて、健康で生き生きと暮らせ

るまちづくりを目指してまいります。 

なお、教育行政については、美唄市教育大

綱に基づいた教育の振興に努めるとともに、

教育委員会との協議・調整のもと、新たな大

綱の策定に取り組んでまいります。 

男女共同参画については、男女共同参画推

進協議会などと連携を図りながら、誰もが個

性と能力を発揮できる男女共同参画社会づく

りに取り組んでまいります。 

また、男女共同参画に関する情報提供等を

通じて女性登用への機運の醸成を図るほか、

配偶者などからのＤＶ被害などの悩みや問題

に関する各種相談に対しては、関係機関との

連携により迅速かつ的確な対応に努めてまい

ります。 

平和施策については、「核兵器廃絶平和都市

宣言」やまちづくりにおける理念として「平

和の希求」を掲げており、核兵器の廃絶や世

界の恒久平和の実現を願い、平和図書コーナ

ーや平和ミニコンサートなど平和祈念事業を

継続して行い、市民の皆さんとともに平和の

大切さを啓発してまいります。 

次に「豊かな景観あふれるエコロジーなま

ちづくり」であります。 

自然保護については、宮島沼水鳥・湿地セ

ンターを拠点として、宮島沼周辺に生息する

鳥類の個体数や、沼の湿地環境を維持してい

くための基礎調査を継続しながら、水環境の

改善に向けて取り組むとともに、地域の皆さ

んとの協働によるイベントの開催や環境学習

などを通じて、ワイズユースを推進してまい

ります。 

環境行動については、市民一人ひとりが環

境問題について理解を深め、環境を大切にす

る行動が実践できるよう、消費者協会と連携

したエコセミナーを開催するほか、出前講座

やクリーン作戦の実施などを通じて、市民の

皆さんの環境意識の高揚を図ってまいります。 

ごみ処理については、分別説明会の開催を

はじめ、町内会やサンアール推進員などと連

携した活動を引き続き行うほか、ごみの減量

化やリサイクル活動を推進し、資源の有効活

用を含めた循環型社会の形成を図るとともに、

不法投棄防止に向けた啓発活動を行ってまい

ります。 

また、継続的かつ安定的にごみ収集運搬を

行うため、経年劣化したごみ収集用平ボディ

車とパッカー車を更新してまいります。 

生ごみ堆肥化施設については、適切な維持

管理を行うほか、この堆肥の有効活用に向け

て取り組んでまいります。 

最終処分場については、現状におけるごみ

排出量に基づき推計した、埋め立て推定可能

量や期間をもとに、今後の施設のあり方につ

いて方向性を示してまいります。 

都市基盤整備については、人口規模に見合

ったコンパクトな市街地の形成に向けた用途

地域の見直しを主眼とする都市計画マスター

プランの一部改訂や、市立美唄病院及び市役

所を核とする周辺地区を含む、立地適正化計

画や都市再生整備計画の策定を進めてまいり

ます。 

 市道については、新たに中央団地線の整備
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を進めるとともに、引き続きゆたかニュータ

ウン１線、美培線の整備のほか、老朽化の著

しい路線の改良舗装や側溝などの整備を進め

てまいります。 

 橋りょうについては、学田橋、稲見橋及び

道央自動車道に架かる跨道橋の補修工事を進

めてまいります。 

 道路施設については、ＬＥＤ街路灯の設置

を行う町内会等へ補助を継続し、ＬＥＤ化の

促進を図ってまいります。 

 広域交通網の整備については、渋滞等の緩

和のため、国道 12 号峰延道路の４車線化や道

道美唄富良野線などの早期完成に向けて、国

や道に引き続き要望してまいります。 

 除排雪については、冬道の安全対策が図ら

れるよう国や道など関係機関と連携しながら、

市民生活や経済活動の基盤となる道路・歩道

の除排雪を行い、安全・安心な冬の暮らしの

確保に努めてまいります。 

 また、冬期間の通行の安全確保のため、除

雪ロータリ車を購入してまいります。 

河川については、国や道と連携して、適切

な管理に努めてまいります。 

市営住宅については、老朽化した市営住宅

を再編し、まちなかへ集約を行うため、建替

に必要な調査を行ってまいります。 

 また、共練団地の長寿命化を図るため、外

部改修を引き続き行ってまいります。 

 民間住宅については、高齢者が安心して暮

らせるよう、バリアフリーや断熱改修に対す

る支援制度を継続してまいります。 

上水道については、有収率の向上や赤水の

解消を図るため、計画的に配水管改良事業や

漏水調査を実施するとともに、水道管の耐震

化や浄水場の老朽設備の更新を進め、安全で

安心な飲料水の供給に努めてまいります。 

 また、桂沢水道企業団の浄水場の更新を進

めるとともに、水道事業の広域化に向けた検

討を継続してまいります。 

下水道については、汚水処理区域における

整備の拡大や水洗化を促進するとともに、浸

水対策として雨水整備事業を進めるほか、マ

ンホールポンプ所の設備を更新してまいりま

す。 

また、下水道処理区域外については、引き

続き合併処理浄化槽を設置してまいります。 

景観・緑づくりについては、市民や団体の

皆さんとの協働により生ごみ堆肥を活用した

花の植栽など、景観の向上や緑づくりに向け

た活動を推進していくほか、公園施設につい

ては、適切な維持管理に努め、利用者の安全

と快適な空間づくりに取り組んでまいります。 

 森林については、市有林の間伐などを行い、

適正管理に努めるほか、森林資源の循環利用

を推進するため、民有林の維持・保全の取り

組みを、引き続き支援してまいります。 

 道が設立に向けた取り組みを進めている

「道立林業大学校」については、森林資源の

循環利用に向けて、森林づくりを担う人材の

育成・確保を着実に進めるとともに、まちの

にぎわいや地域経済の活性化につなげるなど、

道や関係機関と連携を図りながら、必要な対

応に取り組んでまいります。 

次に「誰もが健康でいきいきと暮らせるま

ちづくり」であります。 

保健については、びばいヘルシーライフ 21

第２期計画の中間評価で確認した運動と受動

喫煙防止について、重点事業として引き続き
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取り組むとともに、健康教育や健康相談事業

を通して、市民の健康づくりを支援してまい

ります。 

 また、生活習慣の改善、ライフステージに

応じた健康づくり事業では、乳幼児期からの

食の健康づくり事業を推進するほか、がんの

早期発見、早期治療につながる各種検診や感

染症予防のための各種予防接種を実施し、疾

病予防に努めてまいります。 

 国民健康保険事業については、本年度から

はじまる新たな国民健康保険制度において、

道は財政運営の責任主体として中心的な役割

を担うこととされており、市町村は、地域住

民と身近な関係の中、資格管理や保険給付、

保険税の決定・賦課・徴収、保健事業など、

地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担

うこととされております。 

 そのため、道と本市が一体となって、事務

の広域化や効率化を推進するほか、健全な運

営に向けて、保険税の収入確保に努めてまい

ります。 

 また、医師会等と連携を図りながら、特定

健診等の受診機会を高め、受診率の向上を目

指すとともに、ジェネリック医薬品の使用促

進の啓発や適正受診の推進等を行い、増加を

続ける医療費の抑制を図ってまいります。 

 後期高齢者医療の保健事業については、疾

病予防や特定健診等を行ってまいります。                                  

地域医療については、地域包括ケアシステ

ムの推進を図るため、退院支援や認知症対策、

健康づくりや介護予防などの取り組みに関し

て、保健・医療・福祉・介護との連携を図る

とともに、市立美唄病院・保健福祉総合施設

の基本設計に基づき、平成 33 年春の新病院開

院に向け、実施設計の策定や旧看護宿舎の解

体など、施設の整備に取り組み、住み慣れた

地域で安心して暮らせるまちづくりを推進し

てまいります。 

なお、実施設計については、工事施工に向

けて工事費の詳細な積算、精査を行い、事業

費の抑制に努めるとともに、国の交付金を活

用するなど、市の財政負担を可能な限り抑え

てまいります。 

また、事業の進捗状況については、まちづ

くり地区懇談会やまちづくり出前講座、市の

ホームページなど様々な場面を通じて丁寧な

説明に努めてまいります。 

救急医療については、引き続き、地元医師

会や近隣中核病院と緊密な連携を図り、救急

搬送や救急医療体制を確保してまいります。 

市立美唄病院については、「オーダリング・

システム」の稼動により、検査等に要する待

ち時間の短縮や業務の効率化に取り組むほか、

病院ホームページの刷新を行い、情報の発信

や共有に努めてまいります。 

市民の皆さんに信頼される病院づくりに向

けては、医師や看護師などの確保を図るとと

もに、職員の資質向上に努めるほか、在宅医

療の支援体制や入退院支援など医療機能の強

化に取り組んでまいります。 

障がい者福祉については、障がいのある方

やそのご家族が安心して地域で暮らしつづけ

られるよう、必要な福祉サービスを安定的に

提供できる体制を維持してまいります。 

 さらに、市民の皆さんがお互いを尊重し、

支え合う共生社会の実現に向けて、地域にお

ける自立支援に取り組むほか、「北海道障がい

者スポーツ大会」を本市と岩見沢市の合同に



- 10 - 

より開催し、スポーツを通じて障がいのある

方の体力の維持・増進や社会参加の意欲向上

を図ってまいります。 

 また、障がいのある方や高齢者への虐待防

止については、早期発見・早期解決に向け、

継続して取り組んでまいります。 

高齢者福祉については、住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう、医療、介護、住まい、

生活支援サービスが切れ目なく提供できる地

域包括ケアシステムの推進を図ってまいりま

す。 

 また、認知症カフェや認知症サポーター養

成講座、見守り声かけ模擬訓練、認知症初期

集中支援チームの活動を通じて、認知症のあ

る方とそのご家族が安心して地域で生活でき

るよう支援してまいります。 

 生活支援体制については、高齢者向けの民

間サービスをわかりやすく紹介した生活便利

帳を作成する事業など、今後も地域懇談会を

継続しながら、地域の支えあい体制を強化す

るとともに、新たなサービスの必要性を検討

してまいります。 

さらに、単位老人クラブの運営に対する支

援については、制度の拡充を図ってまいりま

す。 

生活福祉については、生活保護に至る前の

生活困窮者の自立支援策の強化を図るため、

就労相談や住宅確保への給付金の支給を継続

するほか、再就職を目指す生活困窮者や生活

保護受給者に対し、就労への基礎能力の形成

を図り、自立した生活への支援を継続してま

いります。 

次に「安全で安心して住めるまちづくり」

であります。 

防災については、地域の防災力向上のため、

自主防災組織の設立を促進していくとともに、

関係機関相互における協力の円滑化と住民の

防災意識の向上を目的とした防災訓練を行う

など、総合的な防災体制の強化に努めてまい

ります。 

また、情報伝達に要する時間を短縮するた

め、全国瞬時警報システム・Ｊアラートの新

型受信機を整備してまいります。 

 防犯については、地域の自主防犯組織の設

立を促進していくとともに、警察署をはじめ

防犯協会や関係団体と連携を図り、犯罪のな

いまちづくりに取り組んでまいります。 

交通安全については、交通安全３ゼロ運動

推進協議会と連携し、小学生を対象とした自

転車教室や老人クラブを対象とした高齢者交

通安全教室を引き続き開催するとともに、飲

酒運転の撲滅に向けた運動を行うなど、交通

安全の重要性を啓発してまいります。 

 また、安全・安心なまちづくりの向上のた

め、交通安全３ゼロ運動推進協議会と地域安

全活動推進協議会のあり方について検討して

まいります。 

消防については、応急手当の普及を図る市

民向けの救急講習会を実施するほか、救急救

命士の病院実習及び各種研修を通じて救命処

置のスキルアップを図るなど、救命率の向上

に努めてまいります。 

消防施設については、消火栓の新設や更新

をはじめ、大型水槽車の更新及び消防分団詰

所の改修工事を行うなど、充実強化を図って

まいります。 

 火災予防については、査察及び広報活動を

行い、家庭における防火意識の向上に取り組
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み、住宅火災による被害の軽減に努めてまい

ります。 

 消防団については、各種イベントのほか広

報活動を通じて入団への呼びかけを積極的に

行い、団員の確保を目指すとともに、教育訓

練及び研修会を開催し、充実強化に取り組ん

でまいります。 

消費者保護については、近年ますます巧妙

化する架空請求詐欺や振り込め詐欺などの犯

罪被害を未然に防止するため、「消費者被害防

止ネットワーク」を通じた啓発活動をはじめ、

消費生活センターに寄せられた被害事例等に

ついて、速やかに情報提供を行うなど、市民

の皆さんが安全な消費生活を送れるよう、警

察や地域の安全・安心を守るさまざまな団体

との連携を図ってまいります。 

雇用対策については、ふるさとハローワー

ク「ジョブガイドびばい」に就労支援相談員

の配置を継続し、就労促進に努めるほか、企

業誘致活動を積極的に展開し、雇用の場の確

保に努めてまいります。 

 また、雇用機会の拡大と人材育成を図るた

め、人材開発センターなどの関係機関と連携

し、就職希望者の技能や知識習得に対する助

成及び地元企業が行う人材育成に対する助成

を継続するほか、企業と高校生の交流の場の

創出や魅力ある地元企業の情報発信等を行い、

雇用の確保に努めてまいります。 

コミュニティについては、市民の誰もが住

みなれた地域で安心して暮らせるよう、市民

ささえあい推進委員会や地域福祉推進大会を

開催し、地域課題への解決につなげるほか、

町内会活動はもとより、住民自らが取り組む

地域福祉活動に対して、社会福祉協議会や民

生委員・児童委員、事業所、ＮＰＯ法人等と

連携し、支援してまいります。 

 また、地域福祉の拠点施設である総合福祉

センターや地域福祉会館の適切な維持管理を

行ってまいります。 

次に「みんなで力を合わせるまちづくり」

であります。 

協働のまちづくりについては、市政への市

民参画をさらに進めるため、広報紙や市の公

式ホームページ、ＳＮＳなどによる積極的な

広報活動を展開するとともに、自治組織代表

者会議をはじめ、まちづくり地区懇談会や地

域応援チームなどの広聴活動を行ってまいり

ます。 

また、活力あるまちづくりを進めるため、

美唄サテライト・キャンパス事業を通じて、

協働のまちづくりに積極的かつ意欲的に参画

する「人材」の育成に、引き続き取り組んで

まいります。 

行財政運営については、本市は、依然とし

て、厳しい財政状況が見込まれることから、

美唄市中期財政運営基本方針に基づき健全な

財政基盤の構築を進めるとともに、行財政改

革を推進し、スリムで持続可能な自治体運営

に向けて取り組むほか、多種多様な行政サー

ビスを提供し、市民満足度を高める施策や事

業を展開してまいります。 

公共施設等の管理については、美唄市公共

施設等総合管理計画に掲げる基本方針と削減

目標に基づき、品質・供給・財務の観点から、

長期的な管理や活用に関して、施設等の配置

や規模、運営方法を見直すなど、適切な進捗

管理に努めてまいります。 

施策に対応する効率的な組織づくりに向け
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ては、多様化する社会や価値観の変化などに

よるさまざまな行政ニーズに迅速かつ的確に

対応するため、職員研修の充実や人事評価制

度の活用などにより、職員一人ひとりの能力

開発や意欲の向上を図るとともに、道などと

の人事交流により、高い専門性を持った人材

の育成に努めてまいります。 

また、庁内の組織体制については、限られ

た人材の有効活用を図りながら、新たな課題

への対応や施策を推進するとともに、市民サ

ービスの向上を図るため、効率的かつ効果的

な体制を構築してまいります。 

以上、平成 30 年度の市政執行方針を申し上

げました。 

本市の市政運営上の最高規範である「まち

づくり基本条例」の制定から 10 年が経過しま

した。 

この条例の制定における背景として、明治

から昭和初期にかけて、屯田兵や道外からの

開拓移住者により、開墾と炭鉱開発が進めら

れ、度重なる水害や冷害とのたたかいを経て、

今日の緑豊かな田園都市を築くことができた

こと、また、農地の開拓や石炭産業の隆盛と

衰退などの経験をする中で、多くの市民が互

いに助け合いながら、労苦を乗り越え、まち

づくりに力を尽くしてきたことを掲げており

ます。 

このように本市は、地域に住む人々が助け

合って生活を紡いできたまちであり、今日ま

での歴史にしっかりと刻まれてきました。 

私は、今後も市民一人ひとりが、それぞれ

の役割を主体的に果たす平和でこころ豊かな

地域社会の実現を目指しながら、先人から受

け継いだ財産を次の世代にしっかりとつない

でいくためにも、この条例の精神を決して忘

れることなく、暖かいヒューマニズムに基づ

いたまちづくり・地域づくりを進めていくこ

とが重要であると考えております。 

そのため、「市民主体のまちづくり、情報の

共有、協働のまちづくり」を基本とし、びば

い未来交響プラン後期基本計画や美唄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた、安

全・安心で、活力あるまちづくりの実現に向

けて、私が先頭に立ち、市民の皆さんと協働

しながら、オール美唄で力強く取り組んでま

いりたいと考えております。 

市民の皆さん、市議会議員の皆さんの一層

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 平成 30 年第 1

回市議会定例会にあたり、教育行政の執行に

関する主要な方針について、申し上げます。 

人口減少や少子高齢化の急速な進行、予想

を超える速さで進展するグローバル化や情報

通信技術の発達、価値観の多様性やライフス

タイルの複雑化など、急激に変化する社会情

勢で将来が展望しづらい時代において、市民

一人一人が、ふるさとや地域に誇りを持ち、

お互いが柔軟性をもって学び・支え合いなが

ら、主体的に社会に関わり、活力に満ち溢れ、

持続可能な社会を実現していくこと、そして

無限の可能性を秘めた子どもたちには、生涯

にわたって夢を持ち続け、志高く、グローバ

ル・共生社会を逞しく生き抜くために必要な

資質と能力をバランス良く育むことが教育の

重要な役割となっています。 

そのためには、学校と社会との接続を視野

に、自らが本市の将来を築き上げていくとい
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う主体性のもと、学校教育と社会教育が有機

的に結合し、地域・家庭と学校が連携を深め、

協働して子どもの成長を支える仕組みづくり、

人材育成の推進が重要となっております。 

小学校においては平成 32 年度、中学校にお

いては平成 33 年度に新学習指導要領に基づ

き教育課程が実践されることに伴い、平成 30

年度は、新学習指導要領への円滑な繋がりを

図るための移行年度であります。 

教育行政の執行にあたり、教育委員会とい

たしましては、次期学習指導要領や美唄市教

育大綱の基本理念に基づき、全市的な取り組

みを通じ、市民一人ひとり、子どもたち一人

ひとりが、夢や目標に向かって積極的かつ果

敢に挑戦することができる人材、まちづくり

を進めることができる人材を育成するととも

に、子どもたちの豊かな学びを支える教育環

境づくり、地域資源を生かした多様な教育・

学習機会の創出を図る諸施策について、市長

部局と連携し全力で取り組んでまいります。 

次に、各分野の施策について、申し上げま

す。 

初めに、学校教育について申し上げます。 

幼児期に忍耐力や協調性など非認知的能力

を身に付けることが、幼児期以降の生活に大

きな差が生まれることから、平成 30 年度から

全面改訂される幼稚園教育要領では、幼児期

から高校卒業までを一貫した学びの過程の中

で「育成すべき資質・能力」を培うことを明

確にしております。 

幼児期は、多様な経験の中で学んだ基本的

生活習慣の自立を通じて、生涯にわたる人格

形成の基礎を育む重要な時期であるとともに、

身体運動の充実期でもあります。 

このため、幼児期において遊びを通して育

まれてきたことが小学校の各教科等における

学習に円滑に接続するよう、幼稚園、保育園、

認定こども園等と小学校とが意見・情報交換

を行い、幼保小連携の取り組みを継続してま

いります。 

また、社会環境の変化や多様化する就学前

の子どもに関する教育ニーズに適切に対応す

るため、幼稚園や保育園、認定こども園の教

員、保育士などを対象とした研修の開催や指

導主事等の幼稚園訪問等を通じて、教員等の

資質と専門性の向上を図るほか、幼稚園教育

要領等に示されている「幼児期の終りまでに

育ってほしい姿」の実現に向けてカリキュラ

ム・マネジメントに基づく発達や学びの連続

性を確保した取り組みを促進してまいります。 

 幼稚園教育における特別支援教育や教育研

究につきましては、引き続き、教職員や特別

支援教育支援員の研鑽を図ってまいります。      

学校教育においては、未来の創り手となる

子どもたちには、急速に変化する社会の中で、

強く・逞しく・優しく生き抜くために必要と

なる思考力・判断力・表現力等の育成が重要

であるとともに、学習に主体的に取り組み、

自立性・道徳性・人間性を養うことが求めら

れています。 

そのために、学校の最高責任者である校長

が優れたリーダーシップを発揮し、マネジメ

ントサイクルによる学校評価・人事評価・授

業改善を行い、教職員との強い信頼関係のも

と「チーム学校」として学校経営方針を確実

に実践できるよう、校長・教頭との定例会議

や学校訪問により実施状況を把握し、必要な

指導・助言を行うとともに、コミュニティ・



- 14 - 

スクールなどの取り組みを通じ保護者や地域

等と連携した社会に開かれた確かな学校づく

りを推進してまいります。 

また、確かな学び・豊かな人格形成を育む

ためには、学びの連続性が重要であることか

ら、引き続き、幼小連携、小中連携、中高連

携の推進に努めてまいります。 

確かな学力の育成につきましては、全国学

力・学習状況調査や標準学力検査の結果を的

確に把握するため、引き続き、市内小中学校

の校長・教頭や教職員により構成される学力

向上プロジェクトチームが各種学力テストの

結果を基に作成した「確かな学力育成プラン」

を活用し授業の工夫や改善に繋げるとともに、

各学校が家庭学習の方法等について連携を図

り、「家庭学習の手引き」を継続的に活用し、

家庭学習の習慣化に努めてまいります。 

また、小学校では平成 32年度、中学校では

平成 33 年度に全面改訂される次期学習指導

要領に示される教育課程を円滑に実施するた

め、ＩＣＴを活用した学習方法の工夫や改善

に努めるとともに、各教科における探究的な

学習活動を重視しながら習熟度別学習などの

充実に努めます。 

各学校が長期休業中や放課後に実施する補

充的な学習サポート等につきましては、引き

続き、本市の教育支援ボランティアや退職校

長会からの協力を受け実施してまいります。 

外国語につきましては、言語や文化につい

て体験的な理解を深めるため、外国語指導助

手との連携により、小学校の外国語活動及び

中学校の英語教育の充実に努めてまいります。 

特色ある教育の推進につきましては、教室

での食育の取り組みとあわせ、子どもたちが

農地に足を運び、体験的に農業や食の大切さ

などを学ぶグリーン・ルネサンス推進事業を

続けてまいります。 

複式学級がある小学校につきましては、社

会科や理科の授業の充実を図るため、学習支

援員の配置を継続してまいります。 

市内道立高等学校との連携につきましては、

高等学校による中学校への出前授業や中学校

による高等学校施設の活用などを通し、中高

の交流を進めるほか、引き続き、高等学校教

育などのキャリア教育活動などに対する支援

を行ってまいります。 

 小中学校の適正配置につきましては、茶志

内小学校については、平成 31 年３月末に閉校

し、同年４月１日に中央小学校と統合、峰延

中学校については、平成 31 年３月末に閉校し、

同年４月１日に美唄中学校と統合、峰延小学

校については、平成 32年３月末に閉校し、同

年４月１日に中央小学校と統合することにつ

いて、保護者並びに地域の皆さんと合意した

ことから、統合準備委員会と連携し、子ども

たちが戸惑いなく、期待や希望を持って学校

生活が送れるよう教育環境の課題整理に努め

てまいります。 

 また、南美唄小学校、南美唄中学校につき

ましては、具体的な統廃合案を示した上で、

合意形成に向け、保護者の皆さんと意見交換

を進めてまいります。 

豊かな心の育成につきましては、近年、生

命の大切さや他人を思いやる心、善悪の判断

などの規律意識や公共心の低下などが指摘さ

れていることから、子どもたちの豊かな人間

性や社会性などを育むために、子どもたちの

発達段階に応じて、社会奉仕体験活動や自然
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体験活動や、読書活動など、これら体験活動

を通じルールやマナーを身に付けさせるとと

もに、互いを尊重し合うやさしさと思いやり

の心を育ててまいります。 

道徳の時間につきましては、本年度から「特

別の教科 道徳」となることを踏まえ、各学

校の道徳教育推進教員が中心となり、研修会

等で道徳科の指導方法を習得し「考え、議論

する道徳」を実践してまいります。 

不登校対策につきましては、学校と適応指

導教室との連携を強化するとともに、スクー

ルソーシャルワーカーを常勤体制に拡充し、

適応指導教室への入級の働きかけを早期に行

うなど学校復帰につなげる取り組みを推進し

てまいります。 

いじめの対応につきましては、美唄市いじ

め防止基本方針等に基づき対応するとともに、

各学校が実施する定期的な調査や教育相談、

「仲間づくり子ども会議」の実施を通じ未然

防止・早期発見に努め、いじめの疑いがある

場合には、特定の教職員が抱え込むことなく、

組織的かつ速やかに対応するよう各学校等へ

の指導を徹底してまいります。 

登下校時などの安全対策につきましては、

地域の皆さんのご協力をいただき、交通安全

指導や通学路の安全点検を行うとともに、学

校安全マップを更新いたします。 

学校内では、外部からの侵入者等から、子

どもたち自身が危険回避する能力を身に付け

ることができるよう警察のご協力の下、防犯

訓練等を実施してまいります。 

薬物乱用防止教育や性教育に関する指導に

つきましては、警察署や外部団体のご協力を

いただき、善悪に対する子どもたちの正しい

判断力と行動力を育んでまいります。 

健やかな体の育成につきましては、児童生

徒が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送

るためには、１日３食を規則正しく、バラン

スよく食べる「食習慣」と体力向上に繋がる

「運動習慣」、十分な休養と睡眠をはじめとす

る規則正しく健康を意識した「生活習慣」を

子どもの頃から定着させることが不可欠であ

ります。 

特に、「食べる力」は「生きる力」を育むた

めの基本的な営みであり、朝食欠食や偏食は、

肥満や痩身、体力や学力の低下にも直接繋が

ることから、学校、家庭、地域が連携して食

を基本とした健康づくりに取り組んでまいり

ます。 

また、学校においては、栄養教諭による食

育の指導を通じて、食に関する知識を習得し、

健康への関心を高め、健全な食生活を実践で

きる力を育む取り組みを推進してまいります。 

学校給食につきましては、食育を推進する

ための「生きた教材」であることから、給食

を通じて、食の重要性や楽しさ、食に関する

正しい知識と望ましい食習慣の定着を図ると

ともに、食の安全・安心を第一に、地場食材

の活用と施設の衛生管理の徹底を図ってまい

ります。 

体力の向上につきましては、体力・運動能

力における敏捷性や持久力等に課題が見られ

ることから、縄跳びや持久走など「一校一実

践」の取り組みを通じて運動習慣の確立に努

めてまいります。 

特別支援教育につきましては、共生社会の

形成に向けて、障がいのある子どもと障がい

のない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育
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システムの理念を踏まえ、特別支援教育支援

員を効果的に活用し特別な支援を必要とする

子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じると

ともに、専門チームによる巡回相談や特別支

援教育連携協議会、各学校の特別支援教育コ

ーディネーターの連携や資質向上を図るため

の研修を通じ、特別支援教育の充実に努めて

まいります。 

信頼される学校づくりに向けましては、地

域に開かれ信頼される学校を実現するため、

学校には、保護者や地域住民の意見や要望を

的確に反映させ、家庭や地域社会と連携協力

していくことが求められています。 

同時に、保護者や地域住民が、学校と共に

地域の教育に責任を負うとの認識の下、学校

運営に積極的に協力していくことが重要とな

っていることから、コミュニティ・スクール

などの活動を通じて、特色ある学校づくりに

取り組んでまいります。 

子どもの貧困対策につきましては、就学援

助制度の周知を徹底するとともに小・中学校

の入学前に新入学用品費を支給するなど、必

要とする時期に適切な就学支援ができるよう

努めてまいります。 

全市的な取り組みとしましては、学校での

子どもたちの様子を多くの市民の皆さんが参

観することにより、教育への関心と理解を深

めていただく取り組みとして、美唄市地域一

斉参観日を継続実施してまいります。 

教職員の不祥事防止に向けては、自らの行

動が公務の信用に甚大な影響を与えることを

常に自覚するとともに、服務に関する研修資

料を効果的に活用しながら、職場研修や個人

面談の一層の充実を図ります。 

また、教職員の勤務負担軽減を図るため、

管理職の指導のもと、勤務時間の割振り等を

適正に行うとともに、部活動については、時

間や休養日の設定等、部活動の在り方につい

て学校等と協議し、方向性を取りまとめてま

いります。 

教職員研修につきましては、学校を取り巻

く新たな教育課題に対応できる力量を身に付

けるために、各種研修を積極的に受講、参加

することが大切であることから、学校ごとの

課題に対応した校内研修の充実をはじめ、公

開研究指定校事業を継続実施し、空知教育セ

ンター等が開催する各種研修会への積極的な

参加を通じて専門的知識や技能の習得を図り

教職員の資質の向上に努めてまいります。 

また、教職員が美唄の歴史や産業などを学

び、授業等に活かしていくことができるよう

「ふるさと美唄研修」を継続実施してまいり

ます。 

学校施設につきましては、学校の統廃合に

伴い、中央小学校校舎及び屋内運動場の屋上

防水・外壁及び内部改修工事実施設計委託、

美唄中学校屋内運動場屋根葺き替え工事を実

施するほか、中型スクールバス１台を更新し

ます。 

また、学校給食センターにつきましては、

老朽化している蒸気ボイラーを更新し、調理

や食器洗浄などの衛生管理を徹底し、適正な

施設管理を図ってまいります。 

次に、社会教育について申し上げます。 

青少年の健全育成活動の推進につきまして

は、少子高齢化や高度情報化の進展により社

会状況が急速に変化している状況の中、市民

総ぐるみで青少年の健全な育成に取り組み、
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良好で安全、安心な環境をつくるパートナー

意識の高揚が極めて重要となっております。 

そのため、「美唄市教育の日」の趣旨を踏まえ、

家庭、学校、地域が連携して青少年の健やか

な成長を支えることができるよう、さまざま

な体験機会の提供やダンス教室の開催、芸術

文化活動の促進、優良青少年表彰などを実施

するほか、青少年センターでは、街頭指導、

有害環境の浄化、情報モラルの育成など、安

全な地域づくりを進めるため、必要な指導と

啓発を継続してまいります。 

放課後児童施設につきましては、子どもた

ちが放課後に安心して過ごせる家庭に代わる

生活の場・成長の場であるとともに、保護者

の就労と子育ての両立を支援するための施設

であることから、施設に配備されている備品

等について計画的に更新するなど、安心・安

全な施設運営に努めてまいります。 

生涯学習活動の充実に向けましては、市民

一人ひとりが主体的に学び、地域への関心と

愛着を深めながら、心豊かに暮らすことがで

きるとともに、ライフステージに応じ生涯に

わたって学び続けることができるよう市民ニ

ーズを的確に踏まえながら、美唄サテライ

ト・キャンパス事業における各種講座や連携

協定を締結している大学との協働事業を実施

し、学びの成果をまちづくりやひとづくりに

循環・還元できるよう努めてまいります。 

文化財につきましては、本市の歴史や文化

を後世に伝える重要な財産であり、地域の愛

着や誇りにつながるものであることから、引

き続き、その保存と活用に努めてまいります。 

有形文化財である美唄屯田兵屋等の木造建

築物につきましては、老朽化に対する現状保

存が課題となっていることから、施設保全点

検を実施し、保存や活用のあり方について検

討するとともに、無形文化財である峰延獅子

舞と峰延東傘踊りにつきましては、保存会と

の連携により、周知活動や後継者の育成に努

めてまいります。 

芸術文化の振興につきましては、文化団体

との連携を図り、市民文化祭をはじめとする

舞台公演等への支援を通じ、市民の皆さんの

創作活動や芸術文化に触れる機会の充実に努

めてまいります。 

公民館・市民会館につきましては、市民の

皆さんの相互の交流や文化活動の充実につな

がるよう利用促進に努めるとともに、公民館

各分館の利用実態を把握し、公民館機能の必

要性を調査し、施設のあり方を検討してまい

ります。 

安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄に

つきましては、昨年度、開設 25 周年を記念し

た「安田侃ブロンズ展」「安田侃のまなざし展」

の開催や今後予定される道道美唄富良野線の

開通を契機に、多くの来訪者が見込まれるこ

とから、市民ギャラリーとして利用されてい

る木造建物の老朽化への対応や作品展示の在

り方等、今後のあるべき姿を示すビジョンを

策定し、独自性を有する美術館としての位置

づけを高めてまいります。 

社会教育施設につきましては、市民の皆さ

んの多様な生涯学習ニーズに応えるため、適

切な管理運営に努めてまいります。 

郷土史料館につきましては、特別展や移動

史料館の開催のほか、学習活動や作品発表の

場として利用の促進を図ってまいります。 

図書館につきましては、指定管理者制度を
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導入し、ブックスタート事業や本の読み聞か

せなどの読書活動を継続するとともに、蔵書

の充実や地域資料の整備、学校等への配本、

各種情報の提供などを通じて、市民の皆さん

や子どもたちが本に触れ合うことができる図

書館づくりに努めてまいります。 

生涯スポーツの振興につきましては、「スポ

ーツ健康都市宣言」に基づき、市民の皆さん

が健康で生き生きと暮らすことができるまち

づくりを目指して取り組んでまいります。 

そのため、市民総ぐるみによる健康づくり

の取り組みとして、引き続き「チャレンジデ

ー」に参加し、市民の皆さんの運動・スポー

ツ習慣への意識の醸成を図ってまいります。 

 また、市民の皆さんがそれぞれの体力や年

齢に応じ気軽に取り組めるウォーキングをは

じめとした軽スポーツや各種スポーツ競技等

については、ＮＰＯ法人美唄市体育協会をは

じめ関係団体等と連携協働して取り組み、生

涯スポーツの推進に努めてまいります。 

スポーツ合宿誘致の推進につきましては、

国内競技団体に関する情報収集や本市のＰＲ

活動を継続するとともに、昨年度合宿実績の

ある団体などに積極的に声かけするなど、誘

致に向けた取り組みを進めてまいります。 

安全で快適なスポーツ施設につきましては、

充実したスポーツ活動のために不可欠なもの

であり、適切に環境を整える必要があります。 

そのため、市民が利用しやすい適切な施設

の管理運営について指定管理者と連携し施設

の維持管理を図ってまいります。 

また、平成 30 年度は、公園施設長寿命化計

画に基づき、引き続き、社会資本整備総合交

付金を活用した市営野球場の改修を実施いた

します。 

以上、平成 30 年度の教育行政における主要

な方針について申し上げました。 

今、教育に求められていることは、未来に

向かって、子どもたち一人ひとりがさまざま

な困難を乗り越える力、「生き抜く力」を身に

つけさせることであります。 

いかなる環境にあっても逞しく生き抜く力

があれば、その先にある希望や夢は必ず叶え

ることができ、そして子どもたちの夢の実現

は、未来への光り輝くバトンとして次代の子

どもたちに引き継がれ、本市の明るい未来の

礎になっていくものと確信します。 

教育委員会といたしましては、子どもたち

が跳ね返されても立ち上がり、未来に向かっ

て逞しく、心豊かに歩み続ける資質と能力を

培うために、教育環境についてさらなる拡充

を図るとともに、多様な今日的、教育課題に

対して、現状・課題を的確に捉え、学校・家

庭・地域が進むべき目標を共有し、連携・協

働しながら、全力で取り組んでまいります。 

市民の皆様及び市議会議員の皆様のご理解

とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第７、報告第

１号例月出納検査結果報告ないし日程の第 11、

報告第５号定期監査報告の以上５件を一括議

題といたします。 

これより本件について一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって報告第１号ないし報告第５号

の以上５件を終わります。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第 12、報告第
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６号美唄市国民保護計画変更報告の件を議題

といたします。 

本件に関し、報告の説明を求めます。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました報告第６号美唄市国民保護計画変更

報告の件について、報告理由をご説明申し上

げます。 

本件は、国の基本指針及び北海道国民保護

計画との整合性を図るため、核や生物剤、化

学剤による攻撃の場合における避難方法及び

交通規制に関する規定を新設するとともに、

機構改正や用語の修正等に関する変更を行っ

たほか、警報の伝達手段としてホームページ

及び消防サイレンを追加したものであります。 

 本計画につきましては、美唄市国民保護協

議会での審議、さらには北海道知事との協議

を経て変更したもので、武力攻撃事態等にお

ける国民の保護のための措置に関する法律第

35条第８項において準用する同条第６項の規

定により報告するものであります。 

●議長小関勝教君 これより本件について質

疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって報告第５号を終わります。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第 13、議案第

15号美唄市の休日に関する条例等の一部改正

の件ないし日程の第 29、議案第 31 号市道路

線の廃止の件の以上 17件について、一括議題

といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第 15 号美唄市の休日に関する

条例等の一部改正の件であります。 

本件は、美唄市の休日に関する条例に規定

する年末年始の休日について、国や北海道な

ど、他の官公庁の休日と異なる扱いとなって

いることから、市民生活や行政サービスにお

ける不便の解消や国、北海道などとの更なる

連携の必要性などを考慮し、年末年始の休日

を他の官公庁と合わせるため、美唄市の休日

に関する条例のほか、関連する条例について

必要な改正を行うものであります。 

次は、議案第 16 号美唄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正の件であります。 

本件は、特殊勤務手当の適正化の観点から、

制度の趣旨に合致しない保育所に勤務する保

育士に支給されている保育業務手当を廃止す

るほか、市立美唄病院が在宅療養支援病院と

しての体制を整備したことに伴い、勤務する

看護師及び准看護師のうち、訪問看護のため

平日の勤務時間外及び休診日に自宅待機を命

ぜられた職員に対し、訪問看護待機手当を支

給するため、必要な改正を行うものでありま

す。 

次は、議案第 17 号美唄市立学校設置条例の

一部改正の件であります。 

本件は、平成 31 年３月 31 日をもって美唄

市立茶志内小学校及び美唄市立峰延中学校を

閉校し、美唄市立中央小学校並びに美唄市立

美唄中学校と統合すること、また、平成 32 年

３月 31 日をもって美唄市立峰延小学校を閉

校し、美唄市立中央小学校と統合することに

伴い、必要な改正を行うものであります。 
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次は、議案第 18 号美唄市消防団員等公務災

害補償条例の一部改正の件であります。 

本件は、「非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令の一部を改正する政令」

が公布され、損害補償の支給額を算定する際

の補償基礎額の加算額が改定されたことから、

必要な改正を行うもので、附則において、施

行期日及び経過措置を設けたものであります。 

次は、議案第 19 号美唄市火災予防条例の一

部改正の件であります。 

本件は、違反対象物に係る公表制度の実施

について、消防庁から通知があり、重大な消

防法令違反のある防火対象物については、利

用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、

利用者等の選択を通じて防火安全に対する認

識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、

建物関係者による防火安全体制の確立を図る

こととされたことから、必要な改正を行うも

のであります。 

次は、議案第 20 号美唄市消防手数料徴収条

例の一部改正の件であります。 

本件は、「地方公共団体の手数料の標準に関

する政令の一部を改正する政令」が公布され、

政令に定められている手数料の標準額につい

ては、地方分権計画に基づき、原則として３

年ごとの見直しが行われていることから、必

要な改正を行うものであります。 

次は、議案第 21 号美唄市国民健康保険条例

の一部改正の件であります。 

本件は、「持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険法等の一部を改正する

法律」及び「国民健康保険法施行令の一部を

改正する政令」が施行され、国民健康保険制

度の都道府県化に伴い、全道均一の給付が行

われるよう葬祭費の支給額を統一するほか、

文言整理について必要な改正を行うものであ

ります。 

次は、議案第 22 号美唄市医療費助成条例の

一部改正の件であります。 

本件は、「持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険法等の一部を改正する

法律及び関係政令」が施行され、高齢者医療

の確保に関する法律施行令の一部改正により、

広域連合の被保険者の要件等を見直すことか

ら、必要な改正を行うものであります。 

次は、議案第 23 号美唄市国民健康保険支払

準備基金条例の一部改正の件であります。 

本件は、「持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険法等の一部を改正する

法律」が施行され、新たな国民健康保険制度

移行後の基金について、必要な改正を行うも

のであります。 

次は、議案第 24 号美唄市後期高齢者医療に

関する条例の一部改正の件であります。 

本件は、「持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険法等の一部を改正する

法律及び関係政令」が施行され、高齢者医療

の確保に関する法律施行令の一部改正により、

広域連合の被保険者の要件を見直すほか、附

則について必要な改正を行うものであります。 

次は、議案第 25 号美唄市認定こども園条例

の一部改正の件であります。 

本件は、市立栄幼稚園が平成 32 年３月末を

もって閉園することに伴い、公立幼稚園の役

割を認定こども園ひまわりに移行することか

ら、同園の短時間保育の定員を変更するため、

必要な改正を行うものであります。 

次は、議案第 26 号美唄市指定居宅介護支援
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等事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例制定の件であります。 

本件は、「地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律」により、介護保険法の一部が

改正され、指定居宅介護支援事業者の指定の

権限が都道府県から市町村に移譲されること

になることから、国の省令に基づき都道府県

の条例で定められていた指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準について

は、当該市町村の条例で定めることとされた

ことから、条例を制定するものであります。 

次は、議案第 27 号美唄市介護保険条例の一

部改正の件であります。 

本件は、「地域包括支援システムの強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律」が

公布され、市町村の質問検査権が第２号被保

険者の配偶者等についても対象となるよう範

囲が拡大されたほか、美唄市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画（第７期計画）策定

により、平成 30 年度から平成 32 年度までの

介護保険料が決定することに伴い、必要な改

正を行うものであります。 

次は、議案第 28 号美唄市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正の件

であります。 

本件は、国の基準省令である「指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準」が改正されたことに

伴い、必要な改正を行うものであります。 

次は、議案第 29 号美唄市中小企業等振興条

例の一部改正の件であります。 

本件は、中小企業基本法第６条に基づき、

地方自治体は、基本理念にのっとり、中小企

業者の振興ため、必要な施策を行わなければ

ならないこととなっていることから、補助金

の交付及び融資制度について、必要な改正を

行うものであります。 

次は、議案第 30 号美唄市都市公園条例の一

部改正の件であります。 

本件は、「都市緑地法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政

令」が公布され、都市公園に設ける運動施設

の敷地面積の全体敷地面積に占める割合の上

限については、当該市町村の条例で定めるこ

ととされたことから、必要な改正を行うもの

であります。 

次は、議案第 31 号市道路線の廃止の件であ

ります。 

本件は、東美唄自転車道について、用途変

更に伴い、道路法の規定により廃止するもの

であります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長小関勝教君 ただいま提案理由の説明

がありました議案第 15 号ないし議案第 31 号

の以上 17 件については、大綱質疑にとどめ、

所管の常任委員会に付託の上、審査すること

にいたしたいと思います。 

これより、議案第 15 号ないし議案第 31 号

の以上 17 件について、一括大綱質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括大綱質疑を終結いたしま

す。 

よって、議案第 15 号ないし議案第 20 号の
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以上６件は、総務・文教委員会に、議案第 21

号ないし議案第 31 号の以上 11 件は、産業・

厚生委員会にそれぞれ付託の上、審査するこ

とにいたします。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第 30、議案第

２号平成 29年度美唄市一般会計補正予算（第

８号）ないし日程の第 42、議案第 14 号平成

30年度美唄市工業用水道事業会計予算の以上

13件を一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第２号平成 29 年度美唄市一般

会計補正予算（第８号）であります。 

本件は、第１条歳入歳出予算、第２条繰越

明許費、第３条地方債について補正しようと

するものであります。 

第１条歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ 1,639 万

4,000 円を追加し、補正後の予算総額を 160

億 5,043 万円にしようとするものであります。 

補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、民生費には、平成 30 年４月の介護保

険制度の改正に伴いシステム改修を行う「地

域包括支援システム改修事業」に要する経費

を計上いたしました。 

農林費には、国の第１次補正予算により持

続可能な農業構造を実現するため、人・農地

プランに位置づけられた経営体が行う、農業

機械等の導入に対し支援する「担い手確保・

経営強化支援事業」を計上しました。また、

道営基幹水利施設整備事業の中村南地区につ

いて、事業主体である道の事業調整により、

実施予算が増額になったことに伴い、農家負

担軽減対策を行う「農業競争力基盤強化特別

対策事業」を増額計上いたしました。 

教育費には、燃料単価の高騰により市内小

中学校で使用する暖房の燃料費に不足が生じ

るため、その不足分を増額する「小学校管理

運営事業」及び「中学校管理運営事業」に要

する経費をそれぞれ計上いたしました。 

諸支出金には、平成 30 年４月から介護保険

の総合事業が独自サービスを実施することに

伴うシステム改修に要する経費の一部を負担

する「介護保険会計支出金」に要する経費を

計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する道支出金、繰越金及び市債を増額補

正し財源対応をいたしました。 

第２条繰越明許費の補正につきましては、

本歳入歳出予算に計上している「農業競争力

基盤強化特別対策事業」について、平成 29 年

度中に事業が完了できないため、繰越明許費

を設定するものであります。 

第３条地方債の補正につきましては、本歳

入歳出予算に計上している「農業競争力基盤

強化特別対策事業」について、事業の実施に

伴う財源として「農業基盤整備債」を 280 万

円増額発行するため、地方債の限度額を変更

するものであります。 

次は、議案第３号平成 29年度美唄市国民健

康保険会計補正予算（第２号）であります。 

本件は、第１条歳入歳出予算について補正

しようとするものであります。 

第１条歳入歳出予算の補正につきましては、
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歳入歳出予算の総額にそれぞれ 984 万 3,000

円を増額補正し、補正後の予算総額を 39 億

5,390 万 6,000 円にしようとするものであり

ます。 

補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、諸支出金に、平成 28 年度療養給付費

等負担金に伴う超過交付分及び平成 26 年

度・平成 27 年度財政調整交付金、特別調整交

付金の超過交付分を平成 29 年度において返

還する「過年度精算金」を計上いたしました。 

一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する繰越金を計上し財源対応をいたしま

した。 

次は、議案第４号平成 29年度美唄市介護保

険会計補正予算（第２号）であります。 

本件は、第１条歳入歳出予算について補正

しようとするものであります。 

第１条歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 521 万 4,000

円を増額補正し、補正後の予算総額を 28 億

2,576 万 8,000 円にしようとするものであり

ます。 

補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、平成 30 年４月から介護保険の総合事

業が独自サービスを実施することに伴い必要

なシステム改修を行う「介護予防マネジメン

ト事業」に要する経費を計上いたしました。 

一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する介護保険料、国庫支出金、道支出金

及び繰入金を計上し財源対応をいたしました。 

次に、平成 30 年度各会計予算について申し

上げます。 

平成 30 年度の予算編成につきましては、将

来を見据えたまちづくりの施策の推進と健全

な財政運営のために、抑制基調としながらも、

びばい未来交響プラン（第６期美唄市総合計

画）の都市像に掲げている「食・農・アート

が響き合う緑のまち美唄」の実現を目指し、

地域経済の活性化、環境（ごみ処理・都市基

盤）の整備、安全・安心の確保、人づくりを

重点施策として、限られた財源の中で、事業

の選択と集中を図り、所要の事業について予

算計上したところです。 

この結果、全会計の予算の総額は、272 億

1,896万 2,000円となりました。 

 以下、会計ごとに予算の概要をご説明申し

上げます。 

初めに、議案第５号平成 30 年度美唄市一般

会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を 154 億

6,654 万 9,000 円と定めようとするものであ

ります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 以下、歳出の主なものについて申し上げま

すと、 

議会費には、議会の運営に要する一般管理

事務などを、総務費には、移住・定住促進事

業や行政情報化運用事業、美唄市バス路線維

持費補助事業などを、民生費には、認可外保

育施設多子世帯保育料補助事業や病児保育室

管理運営事業などを、衛生費には、医療等拠

点づくり推進事業や感染症予防対策事業を、

労働費には、地元就職等応援事業などを、農

林費には、多面的機能支払交付金事業や中心

経営体農地集積促進事業などを、商工費には、

農商工連携推進助成事業や特産品情報発信事

業、国内外観光客誘致対策事業などを、土木
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費には、除雪機械整備事業や橋りょう新設改

良事業、住宅改修促進助成事業などを、消防

費には、消防車両整備事業や消防施設整備事

業などを、教育費には、小学校大規模改修事

業や体育施設整備事業などを、公債費には、

市債の元利償還金などを、職員費には、一般

会計職員の給料等に要する経費などを、諸支

出金には、特別会計に対する繰出金などをそ

れぞれ計上しました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、市税、

地方交付税、国庫支出金、市債などを計上し

ました。 

 第２条から第４条までは、債務負担行為、

地方債、一時借入金について、それぞれ定め

ようとするものであります。 

次は、議案第６号平成 30年度美唄市民バス

会計予算であります。 

第１条は、歳入歳出予算の総額を 3,922 万

4,000円と定めようとするものであります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

市民バス運行費に、3,775 万 6,000 円を計上

しました。 

一方、歳入の主なものとしましては、使用

料及び手数料に、1,193 万 4,000 円を計上し

ました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

次は、議案第７号平成 30年度美唄市国民健

康保険会計予算であります。 

第１条は、歳入歳出予算の総額を 29 億

8,288万円と定めようとするものであります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

保険給付費に、21 億 2,186万 1,000円を計上

しました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、道支

出金に、21 億 3,685 万 9,000 円を計上しまし

た。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次は、議案第 8 号平成 30 年度美唄市下水道

会計予算であります。 

第１条は、歳入歳出予算の総額を、17 億

1,885 万 7,000 円と定めようとするものであ

ります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

歳出の主なものについて申し上げますと、

下水道費に、４億 253 万 4,000 円を計上しま

した。 

 一方、歳入の主なものとしましては、使用

料及び手数料に、４億 1,532 万 8,000 円を計

上しました。 

第２条から第４条までは、債務負担行為、

地方債、一時借入金について、それぞれ定め

ようとするものであります。 

次は、議案第９号平成 30年度美唄市介護保

険会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、27 億

5,039 万 5,000 円と定めようとするものであ

ります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

歳出の主なものについて申し上げますと、

保険給付費に、24 億 7,311万 2,000円を計上
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しました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、支払

基金交付金に、７億 74 万 5,000 円を計上しま

した。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

次は、議案第 10 号平成 30 年度美唄市介護

サービス事業会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、２億

2,727 万 1,000 円と定めようとするものであ

ります。 

歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

総務費に、1 億 7,992 万 6,000 円を計上しま

した。 

 一方、歳入の主なものとしましては、サー

ビス収入に、２億 1,181 万 4,000 円を計上し

ました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

次は、議案第 11 号平成 30 年度美唄市後期

高齢者医療会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、８億

1,509 万 6,000 円と定めようとするものであ

ります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

歳出の主なものについて申し上げますと、

北海道後期高齢者医療広域連合納付金に、8

億 307 万 2,000円を計上しました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、後期

高齢者医療保険料に、２億 6,633 万 8,000 円

を計上しました。 

次は、議案第 12 号平成 30 年度市立美唄病

院事業会計予算であります。 

第２条は、病床数、年間患者数、一日平均

患者数及び主要な建設改良事業の年度内業務

の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第 11 条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、継続費、企業債、

一時借入金の限度額、流用禁止経費、他会計

からの補助金、たな卸資産購入限度額、重要

な資産の取得及び処分について、それぞれ定

めようとするものであります。 

次は、議案第 13 号平成 30 年度美唄市水道

事業会計予算であります。 

 第２条は、給水戸数、年間総配水量、一日

平均配水量及び主要な建設改良事業の年度内

業務の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第９条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借

入金の限度額、流用禁止経費、他会計からの

補助金、たな卸資産購入限度額について、そ

れぞれ定めようとするものであります。 

次は、議案第 14 号平成 30 年度美唄市工業

用水道事業会計予算であります。 

 第２条は、給水事業所数、年間総配水量、

一日平均配水量及び主要な建設改良事業の年

度内業務の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第８条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借

入金の限度額、流用禁止経費、他会計からの

補助金について、それぞれ定めようとするも

のであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長小関勝教君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明がありました議案
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第２号ないし議案第 14 号の以上 13 件につい

ては、大綱質疑にとどめ、後ほど設置いたし

ます特別委員会に付託の上、審査することに

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

これより、議案第２号ないし議案第 14号の

以上 13 件について、一括大綱質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

お諮りいたします。 

議案第２号ないし議案第 14 号の以上 13 件

については、13 人の委員をもって構成する予

算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

ただいま設置されました予算審査特別委員

会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、 

丸山文靖議員、吉岡建二郎議員、 

松山教宗議員、川上美樹議員、 

楠徹也議員、森川明議員、 

本郷幸治議員、吉岡文子議員、 

山崎一広議員、桜井龍雄議員、 

谷村知重議員、土井敏興議員、 

金子義彦議員の以上 13 人の議員を指名い

たします。 

 

●議長小関勝教君 以上をもって、本日の日

程は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

 

午前１１時３９分 散会 



- 27 - 

 

    以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに  
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